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令和６年２月９日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

令和５年（ネ）第１６５７号 実験装置使用差止等請求控訴事件（原審 大阪地方裁

判所令和２年（ワ）第１２３８７号）  

口頭弁論終結日 令和５年１０月１７日 

判       決 5 

 

控訴人(一審原告)       Ｐ１  

               （以下「控訴人Ｐ１」という。） 

 

控訴人(一審原告) Ｐ２ 10 

               （以下「控訴人Ｐ２」という。） 

上記両名訴訟代理人弁護士   川 村 和 久 

同 藤 岡  亮 

 

被控訴人(一審被告)     15 

    大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 

 

同訴訟代理人弁護士 小 林 哲 也 

同 小  林  理 英 子 

同 本 田 耕 一 20 

主       文 

１ 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 25 

 １ 原判決を次のとおり変更する。 
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２ 被控訴人は、原判決別紙物件目録記載１ないし３の実験装置を、研究のために

使用し、又は第三者に開示、使用させてはならない。 

３ 被控訴人は、控訴人らに対し、本件物件を引き渡せ。 

４ 被控訴人は、控訴人ら各自に対し、それぞれ２５００万円及びこれに対する令

和３年３月２０日から支払済みまで年３％の割合による金員を支払え。 5 

５ 訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。 

６ 仮執行宣言 

第２ 事案の概要 

   以下で使用する略称は、特に断らない限り、原判決の例による。 

 １ 本件は、被控訴人所属の研究者として、振興会の科学研究費助成事業により交10 

付される科研費を用いてするＵＣＮ（超冷中性子）の研究に従事していた控訴人

らが、同研究において製作し、被控訴人に寄付された本件物件の取扱いを巡り、

次のとおりの請求をした事案である((1)アの請求と(2)アの請求の関係、及び(1)

イの請求と(2)イの請求の関係は、いずれも選択的である。)。 

(1) 振興会による科研費交付決定に伴い成立する、科研費を得てする補助事業と15 

しての研究に従事する控訴人らと被控訴人及び振興会との間の契約（以下「本

件科研費契約」という。）に附随して被控訴人が控訴人らに対して秘密保持義

務を負うことを前提とする次の各請求 

ア 同義務の履行請求としての本件物件の使用等の差止請求及び同各物件の

引渡請求 20 

イ 同義務の債務不履行を理由とする損害賠償請求 

(2) 被控訴人による本件物件を使用等する行為が、控訴人らが本件物件について

有する営業秘密についての不正競争防止法（不競法）２条１項７号の不正競争

に該当することを理由とする次の各請求 

ア 同法３条に基づく本件物件の使用等の差止請求及び同各物件の引渡請求 25 

イ 同法４条に基づく損害賠償請求 
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(3) 被控訴人が控訴人らの意に反して本件物件を使用等したことを理由とする

人格権等の侵害を理由とする次の各請求 

ア 本件物件の使用等の差止請求及び同各物件の引渡請求 

イ 不法行為に基づく損害賠償請求 

２ 原審は、控訴人らの主張する営業秘密が特定されていないから請求(訴訟物)は5 

特定されておらず本件訴えが不適法であるとする被控訴人の本案前の申立てに対

し、本件差止め等の対象は本件物件であり、控訴人らの請求(訴訟物)に関する限

り不明確とまではいえないとして、これを採用せず、控訴人らの各請求につき、

いずれも理由がないとして棄却したところ、これを不服とする控訴人らが本件控

訴を提起した。なお、控訴人らは、損害賠償請求について、各自に対し２５００10 

万円（主張する損害額合計の２分の１の合計額）合計５０００万円の支払を求め

る限度で不服を申し立てた。 

他方、被控訴人は、訴えが不適法であるとする本案前の答弁を、当審において、

上記１(2)アの請求（以下「不競法に基づく差止等請求」という。）に係る訴えに

対するものに限定した。 15 

３ 前提事実は、次のとおり補正するほか、原判決「事実及び理由」欄第２の２（原

判決２頁１９行目から５頁１２行目まで）に記載のとおりであるから、これを引

用する。 

(1) 原判決３頁４行目の「准教授である」を「准教授の地位にあった者であるが、

令和４年３月に退職した」に改める。 20 

(2) 原判決３頁５行目冒頭から同頁７行目末尾までを次のとおり改める。 

「控訴人Ｐ１は、被控訴人所属の研究者であった当時、同所属の研究者として、

振興会の科学研究費助成事業により交付される科研費を用いてするＵＣＮの研

究に研究代表者として従事し、控訴人Ｐ２は、同研究に研究分担者として参加

していた。」 25 

(3) 原判決３頁１７行目の「科研費等」の後に「（補助事業期間を平成１２年から
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平成１４年までとする科研費基盤研究Ａに係るもの）」を加える。 

(4) 原判決３頁１９行目の「その」から同頁２３行目の末尾までを「その主な構

成は原判決別紙物件目録添付の模式図１のとおりである（原判決別紙物件目録

添付の写真１－１ないし１－３の白い線で囲まれた部分及び同１－４参照））。 

(5) 原判決４頁１行目の「科研費等」の後に「（補助事業期間を平成２１年から平5 

成２５年までとする科研費基盤研究Ｓに係るもの）」を加える。 

(6) 原判決４頁６行目の「構成されるものであり」から同頁８行目末尾までを「構

成される（原判決別紙物件目録添付の写真２－１ないし２－４の白い線で囲ま

れた部分（ただし、同２－４は中央及び右側の部分）参照）。」 

(7) 原判決４頁１１行目から同頁１２行目にかけての「平成１８年から平成２５10 

年の科研費基盤研究に係るもの」を「補助事業期間を平成１８年から平成２０

年までとする科研費基盤研究Ｂに係るもの」に改める。 

(8) 原判決４頁１８行目冒頭から２５行目末尾までを削る。 

(9) 原判決５頁１０行目末尾に改行して次のとおり加える。 

「(4) 本件物件の管理状況 15 

ア 本件物件は、関係規定に基づき、控訴人らから被控訴人に寄付された

後、被控訴人の承諾の下、ＲＣＮＰから搬送されて大阪大学大学院理学

研究科に設置されたが、そのうち本件物件１、本件物件２のうち冷中性

子源及び超流動Ｈｅ－Ⅱ容器（前記イの①及び②）並びに本件物件３は、

平成２８年頃、前記研究科からカナダの国立研究所であるトライアンフ20 

（ＴＲＩＵＭＦ）に搬送され、トライアンフらとの共同研究の用に供さ

れている（甲８～１０、２２）。 

イ 本件物件２のうちのＨｅ－Ⅱ冷凍器（前記イの③）は、前記研究科で

保管されていたところ、被控訴人が提起した別件訴訟に係る確定判決に

基づき、引渡しの強制執行がされ、現在、被控訴人が占有し管理してい25 

る。」 
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(10) 原判決５頁１１行目の「(4)」を「(5)」に改める。 

４ 争点 

(1) 被控訴人は本件科研費契約に付随する秘密保持義務に違反したか 

(2) 不競法違反を理由とする差止等請求に係る訴えは不適法か（本案前の争点） 

(3) 不競法違反の成否 5 

ア 控訴人ら及び被控訴人は「事業者」（不競法１条）に当たるか 

 イ 本件情報が控訴人らの「営業秘密」（不競法２条６項）に当たるか 

 ウ 被控訴人が「営業秘密を示された」（不競法２条１項７号）といえるか 

 エ 被控訴人が「不正の利益を得る目的で」本件情報を「使用し」た（不競法

２条１項７号）といえるか 10 

(4) 被控訴人が控訴人らの人格権等を侵害したか 

(5) 損害の発生及びその額 

(6) 差止め等の必要性があるか 

５ 争点に関する当事者の主張 

(1) 争点(1)（被控訴人は本件科研費契約に付随する秘密保持義務に違反したか）15 

について 

（控訴人らの主張） 

次のとおり補正するほか、原判決６頁１２行目から７頁５行目までに記載の

とおりであるから、これを引用する。 

ア 原判決６頁２２行目から同頁２３行目にかけての「定められていることか20 

ら、研究機関は、当該設備等の所有権を「管理」目的で取得するにすぎず」

を「定められていることなどからすると、寄付を受け入れた研究機関は、補

助事業者である研究者に代わり、当該設備等を科研費の交付目的に従って適

正に管理することが求められるのであって、当該設備等の所有権をこのよう

な「管理」目的で取得するにすぎず」に改める。 25 

イ 原判決７頁２行目の「本件契約に付随する信義則上の秘密保持義務を負う
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ものというべきである」を「本件科研費契約に付随して、信義則上、上記目

的外で自ら使用したり、第三者に漏洩・開示等したりしてはならない義務（秘

密保持義務）を負うものというべきである。」に改める。 

ウ 原判決７頁５行目を次のとおり改める。 

「被控訴人の上記行為は、上記秘密保持義務に違反する行為であり、控訴人5 

らは、被控訴人に対し、使用等の差止請求権を有するともに、同義務違反を

理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権を有する。」 

  （被控訴人の主張） 

原判決７頁６行目から同頁１４行目までに記載のとおりであるから、これを

引用する。 10 

(2) 争点(2)（不競法違反を理由とする差止等請求に係る訴えは不適法か）につい

て 

（被控訴人の主張） 

控訴人ら主張に係る営業秘密である本件情報は抽象的に表現されているもの

であって、その範囲を画することができず、特定されているとはいえない。し15 

たがって、本件情報を営業秘密とする不競法上の請求は、請求（訴訟物）が特

定されているとはいえないから、不競法に基づく使用等の差止等請求に係る本

件訴えは、民訴法（令和４年法律第４８号による改正前のもの。以下同じ。）

１３３条２項２号に違反する不適法なものであって、却下されるべきである。 

（控訴人らの主張） 20 

控訴人らは、本件情報を本件物件に化体したものと特定しており、本件物件

が社会通念上他の有体物から識別できる程度に特定されているから、営業秘密

の特定に欠けるところはない。したがって、不競法に基づく使用等の差止請求

に係る訴えは、民訴法１３３条２項２号に違反するところはなく、本件訴えは

適法である。 25 

(3) 争点(3)（不競法違反の成否）について 
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ア 控訴人ら及び被控訴人は「事業者」（不競法１条）に当たるか 

（控訴人らの主張） 

 原判決８頁１行目の「本件において、」を「本件に」に改めるほか、原判

決７頁１６行目から８頁３行目までに記載のとおりであるから、これを引用

する。 5 

（被控訴人の主張） 

 原判決８頁４行目から同頁１１行目までに記載のとおりであるから、これ

を引用する。 

イ 本件情報が控訴人らの営業秘密（不競法２条６項）に当たるか 

（控訴人らの主張） 10 

  次のとおり補正するほか、原判決８頁１４行目から９頁２３行目までに記

載のとおりであるから、これを引用する。 

(ｱ) 原判決８頁１５行目の「本件物件の」を「本件物件それぞれの」に改

める。 

(ｲ) 原判決８頁１７行目の「本件物件」を「本件物件それぞれの」に改め15 

る。 

(ｳ) 原判決８頁１９行目の「営業秘密に当たる」を「いずれも不競法２条

６項の「営業秘密」の要件に合致しており、同法２条１項４号ないし９

号の保護対象となる」に改める。 

（被控訴人の主張） 20 

  原判決９頁２４行目から１１頁３行目までに記載のとおりであるから、こ

れを引用する。 

ウ 被控訴人が「営業秘密を示された」（不競法２条１項７号）といえるか 

 (控訴人らの主張) 

  被控訴人は、本件科研費契約に基づき、控訴人Ｐ１の寄付を受け入れ、本25 

件物件の所有権を本件科研費契約上の「適正管理」目的にて取得したが、こ
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れにより、あるいはこの際に、本件物件に化体した営業秘密たる本件情報を

示された。 

 (被控訴人の主張) 

  控訴人ら主張に係る本件情報では、不競法２条６項の「営業秘密」の範囲

が画されておらず、被控訴人は、その内容を示されていないから「営業秘密5 

を示された」とはいえない。 

エ 被控訴人が「不正の利益を得る目的で」本件情報を「使用し」た（不競法

２条１項７号）といえるか 

（控訴人らの主張） 

  原判決１１頁１６行目末尾に次のとおり加えて補正するほか、同頁６行目10 

から同頁１６行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。 

  「すなわち、同号にいう「使用」は特許法における「物の発明」について

の「実施」の一態様である物の「使用」（発明の目的を達するような方法で

物を使用する行為）とパラレルに考えることができ、営業秘密が化体した本

件物件を本来の研究目的であるＵＣＮ研究目的において研究の用途に(研究15 

の手段として)使用することも、同号にいう「使用」に該当する。」 

（被控訴人の主張） 

  原判決１１頁１８行目から同頁１９行目までに記載のとおりであるから、

これを引用する。 

(4) 争点(4)（被控訴人が控訴人らの人格権等を侵害したか）について 20 

（控訴人らの主張） 

  被控訴人は、控訴人らの信用を裏切り、控訴人らの意に反して入手した本件

物件（ただし、本件物件２のうちＨｅ－Ⅱ冷凍器を除く。この段落において、

以下同じ。）を使用した実験成果を自らの研究業績・成果のように対外的に公

表するなどして、研究倫理上到底容認されない行為を行っている。具体的には、25 

①本件物件（同上）の無断使用によって、控訴人らの本件情報に係る権利が侵
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害され、②本件物件（同上）を国外に持ち出すことによって、控訴人らの研究

活動が著しく阻害され、③上記①の明白な研究不正行為によって、控訴人らの

研究者としての名誉が侵害されたものである。 

また、控訴人らが本来その使用収益を認められてしかるべき本件物件を控訴

人らから取り上げ、その使用を不可能にする被控訴人の行為は、控訴人らの研5 

究活動の自由を妨害し、制限を加えるものであって、控訴人らの学問の自由を

著しく侵害している。 

 被控訴人のかかる行為は、控訴人らの研究者としての人格権や学問の自由を

著しく侵害するものであって、不法行為を構成する。 

（被控訴人の主張） 10 

 争う。 

(5) 争点(5)（損害の発生及びその額）について 

（控訴人らの主張） 

 次のとおり補正するほか、原判決１２頁９行目から１３頁１行目までに記載

のとおりであるから、これを引用する。 15 

ア 原判決１２頁１０行目の「合計１億円」を「各控訴人に５０００万合計１

億円」に改める。 

イ 原判決１２頁１１行目及び同頁１３行目の「３０００万円」をそれぞれ「各

控訴人に１５００万円合計３０００万円」に改める。 

ウ 原判決１２頁１６行目及び同頁１８行目の「３０００万円」をそれぞれ「各20 

控訴人に１５００万円合計３０００万円」に改める。 

エ 原判決１２頁２０行目及び同頁２３行目の「３１００万円」をそれぞれ「各

控訴人に１５５０万円合計３１００万円」に改める。 

オ 原判決１２頁２４行目及び同頁２６行目から１３頁１行目にかけての「９

００万円」をそれぞれ「各控訴人に４５０万円合計９００万円」に改める。 25 

（被控訴人の主張） 
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 原判決１３頁２行目から同頁３行目までに記載のとおりであるから、これを

引用する。 

(6) 争点(6)（差止め等の必要性があるか）について 

（控訴人らの主張） 

 原判決１３頁５行目から同頁１０行目までに記載のとおりであるから、これ5 

を引用する。 

（被控訴人の主張） 

原判決１３頁１１行目から同頁１２行目までに記載のとおりであるから、こ

れを引用する。 

第３ 当裁判所の判断 10 

 １ 争点(1)（被控訴人は本件科研費契約に付随する秘密保持義務に違反したか）に

ついて 

(1)  前記前提事実(4)アのとおり、本件物件は関係規定に基づき控訴人らから被

控訴人に寄付されたものであるところ、控訴人らは、上記寄付を受け入れた

研究機関である被控訴人としては、本件科研費契約上、補助事業者である研15 

究者に代わり本件物件を科研費の交付目的に従って適切に管理することが求

められるのであり、本件物件に化体している本件情報に関する権利について

は、同契約に付随して、信義則上、上記目的外で自ら使用したり、第三者に

漏洩・開示等したりしてはならない義務（秘密保持義務）を負っている旨を

主張する。 20 

(2)  そこで検討するに、公金である補助金により購入された設備等の取り扱い

については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を始めとする

関係各規定により詳細が定められ、本件物件もこれに従い控訴人らから被控

訴人に寄付されたものであるところ、まず寄付とは、一般的に、公共性、公

益性を有する事業や団体などに対し、財産を贈与することであり、その目的25 

が物であれば、その所有権の無償による譲渡を意味するものである。そして、
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大学共同利用機関取扱要領２２条によると、寄付を受けた設備等は、固定資

産管理規則に基づき管理するものとされているところ、同規則１１条には、

「資産管理責任者は、固定資産等を寄附により取得する場合」との記載があ

ること、平成１８年１２月２６日付けで作成された文部科学省の「研究費の

不正対策検討会報告書」には、「現在の競争的資金等の制度においては、例え5 

ば機器を購入した場合（中略）個人補助の科学研究費補助金の場合、所有権

はいったん研究者に帰属し、所属する研究機関に寄付することになっており」

との記載があること（甲６３の１・２）、振興会作成の科研費ハンドブックに

掲載された「科研費ＦＡＱ」には、「直接経費により購入した設備等は、研究

代表者又は研究分担者が所属する研究機関に寄付しなければなりません。【Ｑ10 

４４０５】」、「科研費により購入した設備等は、購入後直ちに研究機関に寄付

することとしていますので、研究期間終了後も、研究機関の定めに従い、別

の研究等で使用することは差し支えありません。【Ｑ４４０７１】」との記載

があること（甲２１）がそれぞれ認められ、これらの記載はいずれも、科研

費により設備等を購入した研究者がその所属する研究機関に行う寄付が、留15 

保を伴わない所有権の無償譲渡を意味するものであることを前提としている

と解するのが相当である。これらに加え、平成２３年に締結された被控訴人、

ＲＣＮＰ、ＴＲＩＵＭＦ及びウィニペグ大学の４研究機関によるＵＣＮの共

同研究に係る合意（２０１１年覚書）には、被控訴人が本件物件の所有権を

有している旨の定めが置かれており（原文は英文）、本件情報に関して控訴人20 

らが主張する権利について特段の留保は付されていないことも認められる（甲

８）。 

そうすると、そもそも控訴人らによる寄付を義務付けた関係各規定にいう

寄付は一般的な寄付と同様の意味に解されるし、本件物件の寄付を受けるこ

とでその所有権を取得した被控訴人が寄付を受けた本件物件の使用、収益及25 

び処分について制約を受けるべき根拠は関係各規定中に見当たらないから、
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控訴人ら主張に係る本件科研費契約なるものが科研費の交付決定に伴い関係

者間に成立するとしても、これに付随して、信義則上、被控訴人が、その一

方的負担となる秘密保持義務を控訴人らに対して負うことになると解する余

地はないというほかない。 

(3)  この点に関し、控訴人らは、科研費により取得される設備等に関し、設備5 

等の寄付を行った研究代表者等が他の研究機関に所属することとなる場合に

おいて、当該研究代表者等に当該設備等の継続使用の希望があるときは、当

該設備等を研究代表者等に返還しなければならない旨の「返還ルール」が定

められている旨を指摘し、同ルールは設備等（本件物件）の寄付を受けた被

控訴人において負担する上記制約の顕れである旨を主張する。 10 

確かに、機関ルール２－３及び３－２８には、上記趣旨の記載が存在する

が、他方、上記科研費ＦＡＱには、補助事業期間中に他の研究機関に異動す

る場合は、研究機関は研究機関の定めに基づき、当該設備等を当該研究者に

返還する旨【Ｑ４４０５】、令和２年度以降に購入した設備等に関しては、研

究期間終了後（補助事業を廃止した場合を含む）５年以内の場合も同様に取15 

り扱う旨【Ｑ４４０５、４４０７１】、令和２年度以前に購入した設備等に関

しては、研究期間終了後も、研究機関の定めに従い、別の研究等で使用する

ことも差し支えない旨【Ｑ４４０７１】がそれぞれ記載されている。 

しかし、これらの記載からすると、少なくとも令和２年度以前において、

「返還ルール」は、補助事業期間中のルールであり、研究機関が異動する研20 

究者の返還請求に応じるべきであるのは、補助事業期間中に限られているこ

とを前提としているものと解するのが相当であるところ、本件物件のうち、

本件物件１に係る基盤研究Ａの補助事業期間は平成１２年から同１４年まで、

本件物件２に係る基盤研究Ｓの補助事業期間は平成２１年から同２５年まで、

本件物件３に係る基盤研究Ｂの補助事業期間は平成１８年から同２０年まで25 

というのであって（甲４、１６～１８、当審第１回口頭弁論調書）、本件物件
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については、いずれも補助事業期間を経過している。 

したがって、上記のような「返還ルール」の存在を斟酌しても、寄付によ

り本件物件の所有権を取得した被控訴人が、その使用、収益及び処分に制約

を受けることになる秘密保持義務を、控訴人らに対して信義則上負うべきも

のとは解されない。 5 

(4)  なお、本件科研費契約に付随する秘密保持義務違反にいう秘密とは、控訴

人らが本件において営業秘密と主張する本件情報と同じものと主張されてい

るが（当審第１回口頭弁論調書）、後記３(2)でみるとおり、本件情報は、本

件物件の外観を見ただけでは解析が不可能であり、控訴人らの関与なしには

これを取得できないというのである。そうであるとすると、本件物件をトラ10 

イアンフその他の第三者との共同研究の用に供しているとしても、控訴人ら

主張に係る秘密(本件情報)は明らかにされることはないことになる。まして

や、第三者が本件物件を分解して主張に係る秘密（本件情報）を探索するこ

とも想定できないから、仮に秘密保持義務を負うとしても、そもそも第三者

との共同研究の用に供されることをもって、秘密保持義務違反の状態が起き15 

ることはあり得ないということが指摘できる。 

また、控訴人らは、秘密保持義務を根拠づけるものとして、本件物件の所

有権の所在とそれに化体しているノウハウなどの技術情報の所在とは別次元

の問題であり、寄付により本件物件の所有権を被控訴人に無償譲渡したこと

になるとしても、控訴人らにおいて本件情報に係る権利まで譲渡する意思は20 

なかったから、被控訴人が本件物件に化体したノウハウを自由に使用してよ

いことにはならないとも主張する。しかし、上記説示のとおり、本件物件を

研究の用に供することのみでは秘密保持義務違反の状態が起きないから、本

件物件が価値のあるノウハウを使用したものであるとしても、そのことを理

由に本件物件そのものの使用、収益及び処分に制限を及ぼすことは、結局、25 

設備等の寄付を無意味ならしめるものであるといわざるを得ず、控訴人らの
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上記主張は採用することができない。 

(5)  したがって、控訴人らの秘密保持義務違反に関する主張は採用することが

できないから、被控訴人の秘密保持義務違反を前提とする前記第２の１(1)ア、

イの各請求は、その余の判断に及ぶまでもなく理由がない。 

２ 争点(2)（不競法違反を理由とする差止等請求に係る訴えは不適法か）について 5 

   控訴人らは、営業秘密たる本件情報を、具体的には「本件物件の外部形状、内

部構造及びその機能を発揮させるため組み上げられた各部の装置や機器（構成部

品）を含む仕組み自体であり、形状及び構造にあっては、本件物件全体及び各構

成部品の形状、寸法、加工及び組立てに関する情報」であると主張する。 

控訴人らの主張に係る営業秘密たる本件情報は、控訴人らの主張によれば、実10 

在する本件物件（これが有体物として社会通念上他と識別できる程度に特定して

いることは明らかである。）に化体されているというのであるから、本件物件を特

定することにより、本件情報も少なくともその外延が画される限度で特定してい

るといえる関係にある。そうすると、このことを前提にした本件物件を対象とす

る差止等請求は、請求(訴訟物)の特定という点において欠けるところはないとい15 

うべきである。 

したがって、控訴人らの求める不競法違反を理由とする差止等請求が民訴法１

３３条２項２号に違反するということはできない。 

３ 争点(3)イ（本件情報が控訴人らの営業秘密（不競法２条６項）に当たるか）及

びウ（被控訴人は「営業秘密を示された」(同条１項７号)といえるか）について 20 

(1) 事案に鑑み、争点(3)イと同ウを合せて検討するが、控訴人らは、その主張

に係る本件情報を、不競法２条６項の要件に従い、秘密管理性、有用性及び非

公知性の要件に分けて主張し、また、本件物件の寄付を受け入れることによ

り、あるいはその際、被控訴人は本件情報（営業秘密）を示されたと主張する。 

(2) まず、本件情報が営業秘密としての特定(請求を理由づける事実としての特25 

定（民訴規則５３条１項）)として足りているかどうかの点をさておき、争点
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(3)イのうち、非公知性の点についてみると、控訴人らが主張する本件情報は、

要するに本件物件の構造等にかかわるものであって本件物件そのものに使用

されているものというのであるから、本件物件が既に控訴人ら以外の者（な

お、上記１で認定説示したとおり被控訴人は秘密保持義務を負っておらず、そ

の余の第三者も負っていない。）によって管理されその自由に利用される状態5 

となっていることで、営業秘密としての非公知性が失われてしまっていること

が考えられるが、この点につき控訴人らは、営業秘密たる本件情報は、本件物

件の外観を見ただけでは解析が不可能であり、控訴人らの関与なしにはこれを

取得できないため非公知性は維持されていると主張する。 

確かに、本件情報が控訴人ら主張のような技術情報であるなら、本件物件２10 

のうちＨｅ－Ⅱ冷凍器は被控訴人が管理し、その余の本件物件は第三者が管

理しているものの、本来の目的である実験等に利用されているだけであって、

控訴人ら主張の本件情報を得るための詳細な分解検討等がなされたわけでは

ない以上（科研費で購入された本件物件につき、その可能性も考え難い。）、控

訴人らの関与なしにはこれを取得できないとされる本件情報（本件物件の外部15 

形状、内部構造及びその機能を発揮させるため組み上げられた各部の装置や

機器を含む仕組み自体、あるいは本件物件全体及び上記各構成部品の形状、寸

法、加工及び組立てに関する情報）は、なおこの被控訴人を含む第三者によっ

ても知られていないと考えられる。そして、そうであれば、本件情報が営業秘

密としての特定が不十分であることはさておき、その非公知性はなお維持され20 

ていることを否定できないというべきである。 

しかし、そうであれば、被控訴人が本件物件の寄付を受け、これらをその管

理下においたとしても、それだけでは本件情報を知ることができないというこ

とになるから、争点(3)ウにおける被控訴人が本件物件の寄付を受けることで、

これにより、あるいはその際、営業秘密たる本件情報を示された旨をいう控訴25 

人らの主張する事実は認める余地がないということになる。なお、控訴人らが
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被控訴人に対して本件物件の引渡しのほかに本件情報を開示したとの事実は

主張立証されていないことはもとより、これをうかがわせる事実はない。また、

控訴人らの主張に従う限り、本件物件を実験等に利用したとしても、そのこと

で本件物件の構造等にかかわる本件情報を知ることができないはずであるか

ら、被控訴人は現時点においてもなお本件情報を「示された」とも認められな5 

いということになる。 

そうすると、仮に本件情報が営業秘密に該当し得るものであるとしても、本

件において被控訴人に「営業秘密を示された」事実が認められず、したがって

被控訴人の行為が不競法２条１項７号の不正競争に該当するという余地はな

いことになる（これとは逆に、本件物件の引渡しのみで本件情報を示された、10 

すなわち「営業秘密を示された」ことが肯定されるというのなら、前記１で説

示したとおり被控訴人は秘密保持義務を負わず、またその余の第三者も同様

であるから、本件物件に使用されているという本件情報は既に非公知性が失わ

れたことになって営業秘密の要件が充足されず、この点でやはり同号の不正競

争に該当しないことになる。）。 15 

したがって、控訴人らが本件情報の内容をより具体的に特定せず、その内容

に即して判断できない問題があるとしても、控訴人らのいう営業秘密たる本件

情報が控訴人らの関与なしに取得できないとする主張を前提にする限り、被控

訴人の行為が不競法２条１項７号の不正競争に該当するとする控訴人らの主

張は採用の余地がないというほかないというべきである。 20 

(3) なお、控訴人らの主張には、本件情報が不競法２条６項の「営業秘密」で

あって同条１項４号ないし９号で保護される旨をいう部分もあるのでこの点

についても念のため検討するが、上記のとおり「営業秘密を示された」といえ

ない以上、同項７号のみならず、これを前提にする同項８号、９号の不正競争

が成り立つ余地はないし、また控訴人らは、被控訴人が「窃取、詐欺、強迫そ25 

の他の不正の手段により営業秘密を取得する行為」（同項４号）をした事実を
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主張しているわけではなく、また、これをうかがわせる事実があるわけではな

いから、これを前提とする同項４号ないし６号の不正競争は成り立つ余地もな

い。 

(4) したがって、控訴人らの不競法違反に関する主張は採用できないから、不競

法違反を前提とする前記第２の１(2)ア、イの各請求は、その余の判断に及ぶ5 

までもなく理由がない。 

４ 争点(4)（被控訴人が控訴人らの人格権等を侵害したか）について 

(1)  控訴人らは、①被控訴人による本件物件（本件物件２のうちＨｅ－Ⅱ冷凍器

を除く。）の無断使用によって、控訴人らの本件情報に係る権利が侵害された、

②被控訴人が本件物件を国外に持ち出したことによって、控訴人らの研究活動10 

が著しく阻害された、③被控訴人による上記①の行為は明白な研究不正行為で

あり、これによって、控訴人らの研究者としての名誉が侵害された旨を主張す

る。 

しかしながら、前記１及び３で説示したとおり、被控訴人は、控訴人らから、

本件物件の所有権の無償譲渡を受け、現実の引渡しを受けた上で、これを所有15 

権に基づき、国外に移設して共同研究の用に供するなどして使用しているの

で、控訴人らの上記各主張はいずれもその前提を欠くというほかない。 

(2)  また、控訴人らは、控訴人らが本来その使用収益を認められてしかるべき本

件物件（本件物件２のＨｅ－Ⅱ冷凍器を含む。）を控訴人らから取り上げ、そ

の使用を不可能にする被控訴人の行為は、控訴人らの学問の自由を侵害する旨20 

を主張する。 

しかしながら、前記説示のとおり、本件物件の所有権は被控訴人に帰属し、

そこに控訴人らのために何らの権利も留保されていない上、本件物件が任意又

は強制執行手続によって被控訴人に現実の引渡しがされたのは、本件物件に係

る科研費の補助事業期間（研究期間）終了後であるし、被控訴人はこれをトラ25 

イアンフらとの共同研究の用に供してこれを有効利用しているといえるから、
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仮にこれによって控訴人らの研究活動が事実上制約を受けるとしても、このよ

うな被控訴人の行為をもって控訴人らの学問の自由を侵害する違法なものと

は認められない。 

(3) したがって、被控訴人の行為が不法行為を構成するものとは認められないか

ら、人格権等の侵害を前提とする前記第２の１(3)ア、イの各請求は、その余5 

の判断に及ぶまでもなく理由がない。 

５ 以上によると、原判決は相当であり、控訴人らの本件控訴はいずれも理由がな

いから棄却することとして、主文のとおり判決する。 

大阪高等裁判所第８民事部 
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